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タイトル 

１か月児健康診査にかかる費用を助成 

～令和 6 年 7 月 1 日生まれ以降の乳児が対象～ 

本件のポイント 

・出産後から切れ目のない健康診査を実施し、保護者へ育児に関する助言を行

うとともに、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的に実施します。 

・実施方法は、協力医療機関による個別健診とし、健診結果等から伴走型相談支援

の効果的な実施につなげます。 

説明文  

 

1 対象者   令和 6 年 7 月 1 日以降に生まれ、出生後 27 日から生後 6 週に達

しない乳児 

 

2 助成金額  上限 4,000円 

 

3 実施方法  協力医療機関（産婦人科、小児科）での個別健診とし、市から交付

された助成券を持って受診してください。 

なお、里帰り出産等で協力医療機関以外で受診される場合は、償

還払い対応とします。 

 

4 周知方法  対象者には 1 か月児健康診査費用の助成券、問診票を母子健康手

帳交付時に交付します。すでに母子健康手帳を交付済の方について

は、個別通知します。 

  

5  ホームページ  

      https://www.city.miki.lg.jp/site/kosodateouen/71422.html 

 

 本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

   

 


